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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水晶体嚢、前硝子体表面、及び、前記水晶体嚢の後方部分と前記前硝子体表面との間に
位置するベルゲル腔を有する眼に対してレーザ補助手術を実施するシステムであって、
　複数個のレーザパルスを含む治療ビームを生じさせるよう構成されたレーザ源と、
　画像化組立体を含む一体形光学系と、
　前記一体形光学系を制御するように構成された制御部と、
を備え、
　前記画像化組立体及び治療レーザ送出組立体が、少なくとも１つの共通光学素子を共有
し、
　前記一体形光学系は、１つ又は２つ以上の標的組織構造体に関する画像情報を収集して
前記治療ビームを３次元パターンで方向付けて前記標的組織構造体のうちの少なくとも１
つの破壊を生じさせる、というように構成されており、
　前記制御部は、前記一体形光学系を制御して前記ベルゲル腔内に複数個の気泡を形成し
、それにより前記水晶体嚢の前記後方部分と前記前硝子体表面との間の離隔距離を増大さ
せる、というように構成されている、システム。
【請求項２】
　前記制御部は、前記ベルゲル腔内への前記複数個の気泡の形成の次に、前記一体形光学
系を制御して前記水晶体嚢の前記後方部分を切開させるように構成されている、請求項１
記載のシステム。
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【請求項３】
　前記制御部は、前記一体形光学系を制御して前記水晶体嚢の前記後方部分に対して水晶
体嚢切開術を実施させるように構成されている、請求項２記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
〔関連出願の説明〕
　本願は、２０１３年３月１４日に出願された米国特許出願第６１／７８５，６７２号の
優先権主張出願であり、この米国特許出願を参照により引用し、全ての目的に関してその
記載内容を本明細書の一部とする。ここにパリ条約上の優先権全体を明示的に保持する。
【０００２】
　白内障摘出は、世界中において最も一般的に行われている外科的処置のうちの１つであ
る。白内障は、眼の水晶体又はその外膜（エンベロープ）の混濁によって形成される。白
内障は、水晶体を通る光の通過を妨げる。白内障は、程度が僅かな混濁度から完全な混濁
度まで様々な場合がある。加齢性白内障の進行の初期において、水晶体の屈折力（一般に
「度」と呼ばれることがある）が増大する場合があり、それにより光が網膜の前で焦点を
結ぶために近くのものは見えるのに遠くのものがよく見えない状態、つまり近視が生じる
。水晶体の漸次黄変及び混濁化（不透明化）により、青色の知覚が減少する場合がある。
というのは、青色の波長は、水晶体内に吸収されると共に散乱されるからである。白内障
の形成は、典型的には経過が遅く、その結果、段階的な視力低下が生じる。白内障は、治
療されなければ潜在的に失明性を導く。
【０００３】
　一般的な白内障治療では、不透明な水晶体を人工眼内レンズ（ＩＯＬ）で置き換える。
現在、１年当たり推定１，５００万例の白内障手術が世界で行われている。白内障治療マ
ーケットは、植え込みのための眼内水晶体、手術をし易くするための粘弾性ポリマー、及
び、超音波水晶体乳化チップ、管、種々のナイフ、及び鉗子を含む使い捨て器具、を含む
種々の部門で構成されている。
【０００４】
　現在、白内障手術は、典型的には、水晶体乳化（水晶体乳化吸引）と呼ばれる技術を用
いて実施されており、この水晶体乳化では、関連の潅注及び吸引ポートを備えた超音波チ
ップが水晶体の比較的硬い核を刻んで前水晶体嚢に作られる開口部を通る取り出しを容易
にするために用いられる。水晶体の核は、水晶体嚢と呼ばれている水晶体の外側の膜内に
入っている。水晶体核への接近は、前水晶体嚢切開術を実施することによって行われる場
合があり、かかる切開術では、小さな丸形の穴が水晶体嚢の前方部に形成される。水晶体
核への接近はまた、用手連続曲線水晶体破嚢術（ＣＣＣ）を実施することによっても可能
である。水晶体核の取り出し後、合成フォルダブル（折り畳み）眼内レンズ（ＩＯＬ）を
小さな切開創を通して眼の残りの水晶体嚢中に挿入するのが良い。典型的には、ＩＯＬは
、前嚢及び水晶体嚢袋の縁によって定位置に保持される。ＩＯＬは、単独か、前嚢と一緒
になるかのいずれか、で前嚢によって保持できる。この後者の形態は、当該技術分野にお
いては、「バッグ・イン・レンズ（Bag-in-Lens ）」インプラントと呼ばれている。
【０００５】
　白内障摘出手技における最も技術的に困難で重要なステップのうちの１つは、水晶体核
への接近を行うことである。用手の連続曲線水晶体破嚢術（continuous curvilinear cap
sulorhexis：ＣＣＣ）は、缶切り（can-opener）式嚢切開術と称される初期の手法から発
展したもので、この手法では、前水晶体嚢を円形状に穿孔するために鋭い針が使用され、
その後に、一般に直径５～８ｍｍの範囲の水晶体嚢の円形片が除去される。水晶体嚢切開
術による円形片が小さければ小さいほど、これを手作業で作るのは一層難しくなる。水晶
体嚢切開術は、水晶体乳化によって、核を刻む次のステップの実施を容易にする。初期の
缶切り手法は様々な合併症を伴うことから、乳化ステップに先立って前水晶体嚢を除去す
る手法として、より優れた手法に発展させるため、当該分野の第一人者達によって様々な
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試みがされてきた。
【０００６】
　用手連続曲線水晶体破嚢術の所望の結果は、核の水晶体乳化を安全且つ容易に実施する
だけでなく眼内レンズの挿入を容易にするための、滑らかな連続円形開口部を作ることに
ある。前嚢に結果的に作られる開口部は、核の除去中のツール挿入のため及びＩＯＬ挿入
のための邪魔のない中央接近部、即ち、患者の網膜への画像の伝達のための恒久的なアパ
ーチュアと、更に残りの嚢の内側に位置していて転位の恐れを制限するＩＯＬの支持体と
、の両方を提供する。
【０００７】
　さらに、後嚢に係合するＩＯＬは、後水晶体嚢切開術から利益を得ることができる。後
水晶体嚢切開術から利益を受けることができるＩＯＬの一例が、カルバートソン（Culber
tson）名義で出願された米国特許出願公開第２００８／０２８１４１３号明細書（発明の
名称：METHOD AND APPARATUS FOR CREATING INCISIONS TO IMPOROVE INTRAOCULAR LENS P
LACEMENT）に記載されており、この米国特許出願公開を参照により引用し、その開示内容
全体を本明細書の一部とする。かかる水晶体は、小帯突起（Zonular process）を経由の
受け入れ動作を最も良く可能にするために前嚢と後嚢の両方内にＩＯＬを嵌め込むことに
より更に利益を得ることができる。しかしながら、後水晶体嚢切開術を行うには、外科医
は、硝子体及びその前硝子体表面に係わることが必要な場合がある。残念ながら、前硝子
体表面は、後水晶体嚢切開術中に破ける場合がある。破けた前硝子体表面が硝子体ゲルか
らの蛋白及び高分子の前方運動を可能にする場合があり、その結果、すでにシネレシス状
態の硝子体腔内に流体（液）がシフトする場合のあることが主張されている。蛋白及び高
分子のこの前方運動により、辺縁網膜牽引の増大及び裂け目の形成が生じる場合がある。
無傷の前硝子体表面の場合であっても、後嚢中の割れ目が水晶体嚢内摘出後の無水晶体眼
のセグメントと同様な眼の前セグメントと後セグメントとの間の物理的バリヤを破断させ
る。このバリヤがないと、前眼房内への、ヒアルロン酸、硝子体ゲルの安定化剤の拡散が
容易になる場合があり、この状況は、硝子体ゲルの潰れとして臨床的に顕在化する場合が
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、前硝子体表面を損なう恐れを小さくした状態で正確な後水晶体嚢切開術を
実施するために、改良方法、改良技術、及び改良器械が必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　白内障の除去及び治療について特に言及するが、本明細書において説明する方法および
器械は、多くの外科的処置のうちの１つ又は２つ以上、例えば患者の非白内障眼に対する
後水晶体嚢切開術、に用いることができる。
【００１０】
　眼に対してレーザ補助手術を実施して眼の水晶体嚢の後方部分と眼の前硝子体表面との
間に離隔層を提供する方法及びシステムが実施形態として提供される。離隔層を多くのや
り方のうちの１つ又は２つ以上で形成することができるが、多くの実施形態では、気泡の
層が眼のベルゲル腔中に形成され、それにより眼の水晶体嚢の後方部分と眼の前硝子体表
面とを離隔させる。水晶体嚢の後方部分と前硝子体表面との間の離隔距離の増大により、
水晶体嚢の後方部分を切開する次の手技中に前硝子体表面を損なう恐れが減少する。多く
の実施形態で、気泡の層が、水晶体嚢の後方部分に対する水晶体嚢切開術を実施する前に
形成される。水晶体嚢切開術は、多くの外科的処置のうちの１つ又は２つ以上、例えば遠
近調節型ＩＯＬ又は非遠近調節型ＩＯＬを含む場合があるＩＯＬの植え込み、と組み合わ
せて実施できる。
【００１１】
　かくして、一観点では、水晶体嚢、前硝子体表面、及び、水晶体嚢の後方部分と前硝子
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体表面との間に位置するベルゲル腔、を有する眼に対してレーザ補助手術を実施する方法
が提供される。この方法は、レーザを用いてベルゲル腔内に複数個の気泡を形成して水晶
体嚢の後方部分と前硝子体表面との間の離隔距離を増大させるステップを含んでいる。複
数個の気泡の形成後、水晶体嚢の後方部分を切開する。多くの実施形態では、レーザは、
水晶体嚢の後方部分の切開を実施するために用いられる。さらに、多くの実施形態では、
レーザは、水晶体嚢の後方部分に対して水晶体嚢切開術を実施するために用いられる。
【００１２】
　別の観点では、水晶体嚢、前硝子体表面、及び、水晶体嚢の後方部分と前硝子体表面と
の間に位置するベルゲル腔、を有する眼に対してレーザ補助手術を実施するシステムが提
供される。このシステムは、レーザ源と、一体形光学系と、制御部とを含む。レーザ源は
、複数個のレーザパルスを含む治療ビームを生じさせるよう構成される。一体形光学系は
、治療レーザ送出組立体に作動的に接合された画像化組立体を含み、画像化組立体及び治
療レーザ送出組立体は、少なくとも１つの共通光学素子を共有するようになっている。一
体形光学系は、１つ又は２つ以上の標的組織構造体に関する画像情報を収集して治療ビー
ムを３次元パターンで方向付けて標的組織構造体のうちの少なくとも１つの破壊を生じさ
せるよう構成されている。制御部は、レーザ源及び一体形光学系に作動的に結合されてい
る。制御部は、光学系を制御してベルゲル腔内に複数個の気泡を形成し、それにより水晶
体嚢の後方部分と前硝子体表面との間の離隔距離を増大させるように構成されている。多
くの実施形態では、制御部は、ベルゲル腔内への複数個の気泡の形成の次に、光学系を制
御して水晶体嚢の後方部分を切開させるように構成されている。さらに、多くの実施形態
では、制御部は、ベルゲル腔内への複数個の気泡の形成後に光学系を制御して水晶体嚢の
後方部分に対して水晶体嚢切開術を実施させるように構成されている。
【００１３】
　本発明の性質及び利点をより深く理解するため、以下の詳細な説明及び添付の図面を参
照すべきである。本発明の他の観点、他の目的及び他の利点は、図面及び以下の詳細な説
明から明らかになろう。
【００１４】
　本発明の特徴及び利点の良好な理解は、本発明の原理を利用した例示的な実施形態を記
載している以下の詳細な説明及び添付の図面を参照することで得られるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】多くの実施形態に従ってベルゲル腔の前硝子体内に気泡を作ることができるシス
テムの実施形態の略図である。
【００１６】
【図２】多くの実施形態に従ってベルゲル腔の前硝子体内に気泡を作ることができるシス
テムであって、治療及び画像化光を送り出す光多重化を利用した、別の実施形態の略図で
ある。
【００１７】
【図３】多くの実施形態に従って別の画像化システム形態を利用したベルゲル腔の前硝子
体内に気泡を作ることができるシステムの別の実施形態の略図である。
【００１８】
【図４】多くの実施形態に従って更に別の画像化システム形態を利用したベルゲル腔の前
硝子体内に気泡を作ることができるシステムの別の実施形態の略図である。
【００１９】
【図５】多くの実施形態に従って眼の前眼房、水晶体、及び前硝子体の略図である。
【００２０】
【図６】多くの実施形態に従ってベルゲル腔の前硝子体内に気泡を作るためのレーザの使
用法の略図である。
【００２１】
【図７】多くの実施形態に従ってベルゲル腔の前硝子体内に作られた気泡の層の略図であ
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る。
【００２２】
【図８】多くの実施形態に従って、水晶体嚢の後方部分と前硝子体表面との間の離隔距離
を増大させるため眼のベルゲル腔内にレーザを用いて気泡の層を形成し、気泡層の形成後
、水晶体嚢の後方部分を切開する方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下の説明において、本発明の種々の実施形態について説明する。説明の目的上、特定
の形態及び細部は、実施形態の完全な理解を提供するために記載されている。しかしなが
ら、本発明は当該特定の細部なしで実施できる、ということが、当業者には明らかであろ
う。さらに、周知の特徴は、説明対象の実施形態の内容を分かりにくくすることがないよ
うに省かれて又は単純化されている場合がある。
【００２４】
　眼に対してレーザ補助手術を実施する方法およびシステムが、眼のベルゲル腔内に気泡
の層を形成するようレーザを使用する。気泡層は、眼の水晶体嚢の後方部分と眼の前硝子
体表面との間の離隔距離を増大させるのに役立つ。水晶体嚢の後方部分と前硝子体表面と
の間の増大した離隔距離を用いると、前硝子体表面を損なう恐れを小さくした状態で、次
に水晶体嚢の後方部分を切開することができる。例えば、水晶体嚢の後方部分に対する水
晶体嚢（被膜）切開術を実施する前に、気泡層を形成することができる。
【００２５】
　本明細書において説明される方法は、光ビームを患者の眼６８中に投射し又は走査する
システム、例えば図１に示されているシステム２、によって実施できる。システム２は、
超高速（ＵＦ）光源４（例えば、フェムト秒レーザ）を含む。システム２を用いると、患
者の眼６８内でビームを３次元又は３つの寸法方向Ｘ、Ｙ、Ｚで走査することができる。
短パルスレーザ光を眼組織中に合焦させて誘電破壊を生じさせ、それにより焦点（フォー
カルゾーン）周りに光破壊部を生じさせるのが良く、それにより光誘導プラズマの付近で
組織を破る。この実施形態では、レーザ光波長は、８００ｎｍ～１２００ｎｍで変化し、
パルス幅は１０ｆｓ～１００００ｆｓで変化するのが良い。パルス繰返し周波数も、１０
ｋＨｚ～５００ｋＨｚで変化するのが良い。対象でない組織を意図せず損傷させてしまう
ことに関連する安全限界が、繰返し率とパルスエネルギーに関する上限を制限する。そし
て、エネルギーしきい値、手技が終わるまでの時間、及び、安定性が、パルスエネルギー
と繰返し率の下限を制限する。眼６８、具体的には眼の水晶体６９及び前嚢、における集
束点のピークパワーは、光破壊部を作り、プラズマ媒介切除プロセスを開始するのに十分
なパワーである。生物学的組織における線形光学吸収及び光拡散は近赤外波長において減
少するため、近赤外波長が好ましい。非限定的な例として、レーザ４は、１００ｋＨｚの
繰返し率で、各パルスエネルギーが１マイクロジュールから２０マイクロジュールまでの
範囲の５００ｆｓのパルスを生成する繰返しパルス１０３５ｎｍデバイスであるのが良い
。
【００２６】
　変形例として、より長いパルス持続時間及びより高いエネルギーのシステムを用いると
、より大きな気泡を作って効率を高めることができる。患者を仰臥状態にすると、結果と
して生じる気泡は、上方に浮くことになる。これにより、ターゲッティングシステムの正
確さに関する要件が軽減される。一般に、任意適当なパラメータを有する任意適当なレー
ザを用いることができる。
【００２７】
　このレーザ４は、入出力デバイス３０２を介して電子制御部３００によって制御され、
光学ビーム６を作り出す。制御エレクトロニクス又は制御部３００は、コンピュータ、マ
イクロコントローラ等のプロセッサであってもよい。この例では、システム全体が制御部
３００によって制御され、データは入力／出力装置ＩＯ３０２を介して伝送される。グラ
フィカルユーザインターフェースＧＵＩ３０４が、システム動作パラメータを設定し、ユ
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ーザ入力（ＵＩ）３０６を処理し、例えば眼構造の画像のような収集情報を表示するため
に、使用され得る。ＧＵＩ３０４及びＵＩ３０６は、公知のコンピュータシステムのコン
ポーネント、例えばディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイ、キーボード、ポイン
タ又はマウスのうちの１つ又は２つ以上を含むのが良い。制御エレクトロニクスは、例え
ばコンピュータシステムの１つ又は２つ以上のプロセッサを含むのが良い。
【００２８】
　制御エレクトロニクス３００は、多くのやり方のうちの１つ又は２つ以上で構成でき、
かかる制御エレクトロニクスは、コンピュータプログラムの命令が具体化されている有形
の媒体を有するプロセッサを含むのが良い。多くの実施形態では、有形媒体は、コンピュ
ータ可読媒体の命令が具体化されたコンピュータ可読メモリを含む。変形例として又は組
み合わせ例として、制御エレクトロニクスは、本明細書において説明した１つ又は２つ以
上の命令を実行するためのアレイロジック、例えばゲートアレイ、プログラマブルゲート
アレイ又は書き換え可能ゲートアレイ、を含むのが良い。有形媒体の命令は、制御エレク
トロニクスのプロセッサによって実行されるのが良い。
【００２９】
　生成されたＵＦ光ビーム６は、半波長板８と直線偏光子１０とを通過して、患者の眼６
８に向かって進む。ビームの偏光状態は、所望量の光が半波長板８と直線偏光子１０とを
通過するように調節可能であり、半波長板８と直線偏光子１０は一緒になってＵＦビーム
６の可変減衰器として機能する。さらに、直線偏光子１０の向きが、ビームコンバイナ３
４に入射する入射偏光状態を決定し、それによりビームコンバイナ３４のスループットを
最適化する。
【００３０】
　ＵＦ光ビーム６は、システム制御型シャッタ１２、アパーチュア１４、及び、ピックオ
フ装置１６を通って進む。システム制御型シャッタ１２は、手技上及び安全上の理由から
、レーザのオン／オフ制御を保証している。アパーチュア１４は、ＵＦ光ビーム６の有効
外径を設定し、ピックオフ装置１６は、結果として生じたビームをモニタリングする。ピ
ックオフ装置１６は、部分反射鏡２０と検出器１８とを有する。パルスエネルギー、平均
出力、又はそれらの組み合わせを、検出器１８を用いて測定することができる。検出器１
８からの出力は、減衰のための半波長板８へのフィードバックに、そしてシステム制御型
シャッタ１２が開いているか閉じているかを確認するために、使用できる。さらに、シス
テム制御型シャッタ１２は、冗長状態の検出を可能にするために位置センサを有するのが
良い。
【００３１】
　ビームは、ビーム状態調節ステージ２２を通過し、このビーム状態調節ステージ２２で
は、ビーム径、発散度、真円度、及び非点収差といったビームパラメータを修正すること
ができる。この実施例では、ビーム状態調節ステージ２２は、意図したビーム径やコリメ
ーションを実現するために、球面光学部品２４及び２６で構成された２要素ビーム拡大テ
レスコープを有している。図示されてはいないが、アナモフィック又は他の光学系を用い
て、所望のビームパラメータを実現することができる。これらビームパラメータを決定す
るために用いられる要因としては、レーザの出力ビームパラメータ、システム全体の倍率
、及び治療位置での所望の開口数（ＮＡ）が挙げられる。加うるに、ビーム状態調節ステ
ージ２２を用いるとアパーチュア１４を所望の位置（例えば、以下に記載する二軸走査装
置５０の中心位置）に画像化することができる。このように、アパーチュア１４を通過す
る光の量は、走査システムを確実に通過する。この場合、ピックオフ装置１６は、有効な
光の信頼性の高い手段である。
【００３２】
　ビーム６は、ビーム状態調節ステージ２２を出た後、全反射鏡２８、３０及び３２で反
射する。これらの鏡は、アライメント目的のために調節可能であり得る。次に、ビーム６
は、ビームコンバイナ３４に入射する。ビームコンバイナ３４は、ＵＦビーム６を反射さ
せる（そして、画像化結果を送り、例示の場合、後述する光コヒーレンス断層撮影（ＯＣ
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Ｔ）ビーム１１４及び照準ビーム２０２を伝える）。効率的なビームコンバイナの動作の
ために、入射角は４５°未満に維持されることが好ましく、ビームの偏向は、可能であれ
ば固定される。ＵＦビーム６については、直線偏光子１０の向きが一定の偏光をもたらす
。ＯＣＴは、この非限定的な実施例では画像化モダリティとして用いられているが、他の
方式、例えば、プルキニェ（Purkinje）画像化法、シャインプルーフ（Scheimpflug）画
像化法、共焦点光学又は非線形光学顕微鏡検査法、蛍光画像化法、超音波、構造化光、立
体画像化又は他の公知のオフサルミック又は医用画像化モダリティ及び／又はこれらの組
み合わせ、を採用することができる。
【００３３】
　ビームコンバイナ３４に続き、ビーム６はｚ調節又はＺ走査装置４０を進み続ける。こ
の実施例では、ｚ調節装置４０は、２つのレンズ群４２及び４４（各レンズ群は１以上の
レンズを含む）を有するガリレイ望遠鏡を含む。レンズ群４２は、望遠鏡のコリメーショ
ン位置についてｚ軸に沿って移動する。これによると、患者の眼６８内にあるスポットの
合焦位置は、図示のようにｚ軸に沿って移動する。一般に、レンズ４２の動きと焦点の動
きとの間には、一定の線形関係が存在する。この場合、ｚ調節望遠鏡は約２倍のビーム拡
大率を有するとともに、レンズ４２の動きと焦点の動きとの間に１：１の関係を有する。
変形例として、レンズ群４４は、ｚ軸に沿って移動し、ｚ調節を作動させて走査すること
ができる。ｚ調節装置４０は、眼６８を治療するためのｚ走査装置である。これは、シス
テムによって自動的且つ動的に制御可能であると共に、次に説明するＸ‐Ｙ走査装置とは
独立して又は相互作用するように選択することができる。鏡３６及び３８は、光軸とｚ調
節装置４０の軸線とを位置合わせするために利用できる。
【００３４】
　ズーム６は、ｚ調節装置４０を通過した後、鏡４６及び４８によってｘ‐ｙ走査装置５
０に向けられる。鏡４６及び４８は、位置合わせ目的で調節可能である。Ｘ‐Ｙ走査は、
制御エレクトロニクス３００の制御下で、好ましくは２つの鏡５２及び５４を使用する走
査装置５０によって達成される。これらは、モータ、検流計、又は他の既知の光学移動装
置を用いて、互いに直交した方向に回転する。鏡５２及び５４は、後述する対物レンズ５
８とコンタクトレンズ６６の組み合わせのテレセントリック位置の近くに配置される。鏡
５２，５４を傾けると、その結果としてビーム６の方向が変化し、患者の眼６８内に位置
するＵＦ焦点の平面内において側方変位が生じる。対物レンズ５８は、図示のように、複
合多素子型レンズ要素であるのがよく、レンズ６０、６２及び６４によって表されるのが
良い。対物レンズ５８の複雑さは、走査フィールドサイズ、合焦スポットサイズ、対物レ
ンズ５８の近位側と遠位側の両方における有効動作距離、並びに、収差制御の量、によっ
て決まるであろう。入力ビームサイズが１５ｍｍ直径の状態で１０ｍｍを超えるフィール
ドにわたり１０μｍのスポットサイズを生じさせる焦点距離６０ｍｍのｆ‐シータ対物レ
ンズ５８が一例である。変形例として、走査装置５０によるＸ‐Ｙ走査は、１つ以上の可
動光学部品（例えば、レンズ、格子）を用いて実現することができ、これらも又、入出力
装置３０２を介して制御エレクトロニクス３００によって制御できる。
【００３５】
  走査装置５０は、照準及び治療走査パターンを、制御エレクトロニクス３００の制御下
で、自動的に生じさせることができる。かかるパターンは、単一の光点、多数の光点、光
の連続パターン、光の多数の連続パターン、及び／又は、これらの組み合わせ、で構成さ
れ得る。加うるに、照準パターン（後述する照準ビーム２０２を使用）は、治療パターン
（光ビーム６を使用）と同一である必要はないが、患者の安全のために所望の対象部位内
のみに治療光が送達されることを確実にするために、その境界を少なくとも規定すること
が好ましい。これは、例えば、照準パターンに意図する治療パターンの輪郭を与えさせる
ことによって、行われ得る。このように、治療パターンの空間的な広がりが、個々のスポ
ット自体の正確な位置でなくとも、ユーザに知られるようになり、その結果、速度、効率
及び精度について走査を最適化することができる。照準パターンはさらに、ユーザへの視
認性を更に高めるために、点滅として知覚されるようにするのが良い。



(8) JP 6532854 B2 2019.6.19

10

20

30

40

50

【００３６】
　任意適当なオフサルミックレンズであり得るオプションとしてのコンタクトレンズ６６
が、眼の位置の安定化を補助しながら、患者の眼６８に光ビーム６の焦点を更に合わせる
のを助けるよう使用され得る。患者及び／又は光学系を位置決めするジョイスティックの
ような入力装置などの適切なユーザ入力装置、あるいは他の好適なユーザ入力装置（例え
ば、ＧＵＩ３０４）を使用することによって光ビーム６の位置及び特性並びに／又はビー
ム６が眼６８に形成する走査パターンをさらに制御することができる。
【００３７】
　ＵＦレーザ４及び制御エレクトロニクス３００は、眼６８内の標的構造を標的にして光
ビーム６が適切な場所に集束されて標的とされていない組織に不用意に損傷を与えること
がないように設定されるのが良い。本明細書において説明される画像化モダリティ及び技
術、例えば上述した画像化モダリティ及び技術、あるいは超音波が、２Ｄ及び３Ｄパター
ニングを含むレーザ合焦又は集束方法に高い精度をもたらすために水晶体及び水晶体嚢の
存在場所を突き止めると共にこれらの厚さを測定するために使用され得る。レーザ集束は
又、照準ビームの直接観察を含む１つ又は２つ以上の方法、又は他の公知のオフサルミッ
ク若しくは医用画像化モダリティ、例えば上述したモダリティ、及び／又はこれらの組み
合わせ、を用いても達成できる。図１の実施形態では、ＯＣＴ装置１００が記載されてい
る。ただし、他のモダリティが本発明の範囲に含まれる。眼のＯＣＴ走査は、前及び後水
晶体嚢の軸方向位置、白内障核の境界、並びに、前眼房の深さ、に関する情報を提供する
。その後、この情報は、制御エレクトロニクス３００にロードされ、後のレーザ補助下外
科的処置をプログラムすると共に制御するために使用される。この情報は又、手技に関連
する多種多様なパラメータ、例えば水晶体嚢の切断や水晶体皮質及び核のセグメント化に
使用される焦点面の軸方向上限及び下限、とりわけ水晶体嚢の厚み、を決定するためにも
使用され得る。
【００３８】
  図１のＯＣＴ装置１００は、ファイバカプラ１０４によって参照アーム１０６とサンプ
ルアーム１１０に分割される広帯域光源又は掃引光源１０２を有している。この参照アー
ム１０６は、適切な分散と経路長の補償と共に参照反射を含むモジュール１０８を有して
いる。ＯＣＴ装置１００のサンプルアーム１１０は、ＵＦレーザシステムの残部に対する
インターフェースとして機能する出力コネクタ１１２を有している。次に、参照アーム１
０６とサンプルアーム１１０の両方からの戻り信号は、カプラ１０４によって検出デバイ
ス１２８に差し向けられ、この検出デバイスは、時間領域検出法、周波数領域検出法又は
単一点検出法を利用する。図１では、ＯＣＴ波長が８３０ｎｍ、帯域幅が１００ｎｍ、の
周波数領域法が使用されている。
【００３９】
  ＯＣＴビーム１１４は、コネクタ１１２を出た後、レンズ１１６を用いてコリメートさ
れる。コリメートされたＯＣＴビーム１１４のサイズは、レンズ１１６の焦点距離によっ
て決定される。ビーム１１４のサイズは、眼中の焦点での所望のＮＡ及び眼６８に至るビ
ーム列の倍率で決まる。一般に、ＯＣＴビーム１１４は、焦点面においてＵＦビーム６ほ
ど高いＮＡを必要としないため、ＯＣＴビーム１１４はビームコンバイナ３４の位置にお
いてＵＦビーム６よりも直径が小さくなる。コリメーティングレンズ１１６に続き、眼の
ところでのＯＣＴビーム１１４のＮＡをさらに変更するアパーチュア１１８が存在する。
アパーチュア１１８の直径は、標的組織に入射するＯＣＴ光及び戻り信号の強度を最適に
するように選択される。偏光制御要素１２０は、能動型又は動的であるのが良く、偏光状
態の変化を補償するために使用される。偏光状態の変化は、例えば角膜複屈折の個々の差
によって生じ得る。次いで、鏡１２２及び１２４を用いてＯＣＴビーム１１４をビームコ
ンバイナ１２６及び３４へ差し向ける。鏡１２２及び１２４は、位置合わせ目的で、特に
ビームコンバイナ３４の次にＵＦ光ビーム６へのＯＣＴビーム１１４の重ね合わせのため
に、調節可能であるのが良い。同様に、ビームコンバイナ１２６は、ＯＣＴビーム１１４
を後述する照準ビーム２０２と結合するために使用される。
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【００４０】
  ＯＣＴビーム１１４がビームコンバイナ３４の次にＵＦ光ビーム６にいったん結合され
ると、ＯＣＴビーム１１４は、システムの残部を通って、ＵＦ光ビーム６と同じ経路を辿
る。このように、ＯＣＴビーム１１４は、ＵＦ光ビーム６の存在場所を表す。ＯＣＴビー
ム１１４は、ｚ走査装置４０及びｘ‐ｙ走査装置５０を通過し、次いで対物レンズ５８、
コンタクトレンズ６６等を通過して、眼６８に至る。眼内の構造からの反射及び散乱は、
光学系を通り、コネクタ１１２内に入り、カプラ１０４を通って、ＯＣＴ検出器１２８に
至る戻りビームとなる。これらのリターンバック反射は、ＵＦ光ビーム６の焦点位置のＸ
、Ｙ、及びＺにおける位置に関してシステムによって順次に解釈されるＯＣＴ信号を提供
する。
【００４１】
  ＯＣＴ装置１００は、参照アームとサンプルアームの間の光路長の差を測定する原理に
基づいて動作する。したがって、光路長はレンズ群４２の運動の関数として変化しないの
で、ｚ調節装置４０を通ってＯＣＴビーム１１４が通過しても、ＯＣＴシステム１００の
ｚ範囲が広がることはない。ＯＣＴシステム１００は、検出方式と関連する固有のｚ範囲
を有しており、周波数領域検出の場合には、分光計及び参照アーム１０６の配置場所に特
に関連づけられる。図１で用いられたＯＣＴシステム１００の場合、ｚ範囲は、水性環境
において約１～２ｍｍである。この範囲を少なくとも４ｍｍまで広げるには、ＯＣＴシス
テム１００内の参照アームの経路長の調節が必要である。サンプルアーム内のＯＣＴビー
ム１１４をｚ調節装置４０のｚ走査に通すことにより、ＯＣＴ信号の強度を最適化するこ
とが可能となる。これは、ＯＣＴシステム１００の参照アーム１０６内の経路をこれに見
合って増加させることによって延びた光路長を調節しつつ、ＯＣＴビーム１１４を標的構
造に集束させることによって、実現する。
【００４２】
  浸漬指数（immersion index）、屈折、色収差及び単色収差といった影響に起因するＵ
Ｆ集束デバイスについてのＯＣＴ測定における基本的な違いのため、ＵＦ光ビームの焦点
位置に関するＯＣＴ信号の分析には注意を払う必要がある。ＯＣＴの信号情報をＵＦの焦
点位置にマッチさせると共に更に絶対次元量（absolute dimensional quantity）に関連
づけるために、Ｘ、Ｙ、及びＺの関数として較正又は位置合わせ手順を実施すべきである
。
【００４３】
　また、照準ビームの観察を利用してユーザがＵＦレーザを焦点に差し向けるのを助ける
のが良い。加うるに、赤外線ＯＣＴ及びＵＦ光ビームの代わりに肉眼で見える照準ビーム
が、当該照準ビームが赤外線ビームのパラメータを正確に表していることを条件として、
位置合わせに有用でありうる。照準サブシステム２００が図１に示す形態に用いられてい
る。照準ビーム２０２は、６３３ｎｍの波長で動作するヘリウムネオンレーザといった照
準ビーム光源２０１によって生成される。変形例として、６３０～６５０ｎｍの範囲のレ
ーザダイオードを使用することもできる。６３３ｎｍのヘリウムネオンのビームを使用し
た場合の利点は、そのコヒーレンス長が長いことにあり、それにより、例えば、ビーム列
の光学的品質を測定するために、不等光路レーザ干渉計（ＬＵＰＩ）として照準経路を使
用することが可能となる
【００４４】
  照準ビーム光源２０１がいったん照準ビーム２０２を発生させると、照準ビーム２０２
は、レンズ２０４を用いてコリメートされる。コリメートされたビームのサイズは、レン
ズ２０４の焦点距離によって決定される。照準ビーム２０２のサイズは、眼の焦点のとこ
ろでの所望のＮＡ及び眼６８に至るビーム列の倍率に影響される。一般に、照準ビーム２
０２は、焦点面内でＵＦ光ビーム６とほぼ同じＮＡを有しており、従って、照準ビーム２
０２は、ビームコンバイナ３４の配置場所のところでＵＦ光ビーム６と同等の直径となる
。照準ビーム２０２は、眼の標的組織に対するシステムの位置合わせの際にＵＦ光ビーム
６の代わりとなるので、照準経路の大部分は、前述のＵＦ経路に似る。照準ビーム２０２
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は、半波長板２０６及び直線偏光子２０８を通って進む。照準ビーム２０２の偏光状態は
、所望量の光が偏光子２０８を通過するように調節可能である。したがって、半波長板２
０６及び直線偏光子２０８は、照準ビーム２０２の可変減衰器として機能する。加うるに
、偏光子２０８の向きは、ビームコンバイナ１２６，３４に入射する入射偏光状態を決定
し、それにより偏光状態を一定にしてビームコンバイナ１２６，３４のスループットを最
適化することが可能となる。当然のことながら、半導体レーザが照準ビーム光源２００と
して用いられる場合、駆動電流は光強度を調節するために変化させることができる。
【００４５】
  照準ビーム２０２は、システム制御型シャッタ２１０及びアパーチュア２１２を通って
進む。システム制御型シャッタ２１０は、照準ビーム２０２のオン／オフ制御を提供する
。アパーチュア２１２は、照準ビーム２０２のための有効外径を設定し、適切に調節され
得る。眼のところの照準ビーム２０２の出力を測定する較正手順は、偏光子２０６の制御
を介して照準ビーム２０２の減衰を設定するために使用され得る。
【００４６】
  照準ビーム２０２は、次にビーム状態調節装置２１４を通過する。１つ以上の既知のビ
ーム調節光学部品を用いて、ビームパラメータ、例えばビーム径、発散量、真円度、及び
非点収差を調節することができる。光ファイバから出る照準ビーム２０２の場合、ビーム
状態調節装置２１４は、意図したビームサイズやコリメーションを実現するために、２つ
の光学部品２１６及び２１８を有するビーム拡大テレスコープを単に含み得る。コリメー
ションの程度などの照準ビームのパラメータを決定するために使用される最終要因は、眼
６８の存在場所のところでＵＦ光ビーム６と照準ビーム２０２とをマッチさせることによ
って決定される。ビーム調節装置２１４を適切に調節することによって、色収差を考慮す
ることができる。さらに、光学系２１４は、所望の場所、例えばアパーチュア１４の共役
場所、にアパーチュア２１２を画像化するために使用される。
【００４７】
　照準ビーム２０２は次に、全反射鏡２２０，２２２で反射し、これらの鏡は、好ましく
は、ビームコンバイナ３４の次にＵＦ光ビーム６にアライメント位置合わせ可能に調節可
能である。次に、照準ビーム２０２は、ビームコンバイナ１２６に入射し、ここで照準ビ
ーム２０２は、ＯＣＴビーム１１４に結合される。ビームコンバイナ１２６は、照準ビー
ム２０２を反射してＯＣＴビーム１１４を伝達し、それにより両方の波長範囲でのビーム
結合機能の効率的な動作が可能である。変形例として、ビームコンバイナ１２６の伝達機
能と反射機能を逆にすると共に形態を逆にしても良い。ビームコンバイナ１２６の次に、
照準ビーム２０２は、ＯＣＴビーム１１４と一緒に、ビームコンバイナ３４によってＵＦ
光ビーム６と結合される。
【００４８】
  眼６８上又は眼６８内の標的組織を画像化するための装置が、画像化システム７１とし
て図１に概略的に示されている。画像化システム７１は、標的組織の画像を作成するカメ
ラ７４及び照明光源８６を含む。この画像化システム７１は、既定の構造の周り又はその
中へのパターンの心出しを可能にするために制御エレクトロニクス３００によって使用で
きる画像を収集する。照明光源８６は一般に、広帯域且つ非干渉性である。例えば、光源
８６は、図示のように複数のＬＥＤを含むのが良い。照明光源８６の波長は、好ましくは
７００ｎｍから７５０ｎｍまでの範囲にあるが、ビームコンバイナ５６によって受け入れ
られる波長であればどのような波長であっても良く、ビームコンバイナは、観察光をＵＦ
光ビーム６及び照準ビーム２０２のビーム経路と結合する（ビームコンバイナ５６は、Ｏ
ＣＴ波長とＵＦ波長を伝達しながら観察波長を反射する）。ビームコンバイナ５６は、照
準ビーム２０２が表示カメラ７４に対して視認可能であるように照準波長を部分的に伝達
することができる。光源８６の前に位置するオプションとしての偏光要素８４は、直線偏
光子、四分の一波長板、半波長（二分の一波長）板又は任意の組み合わせであり得る、か
かる偏光要素８４は、信号を最適化するために使用される。近赤外線波長によって生じる
ような擬似カラー像は、許容可能である。
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【００４９】
　光源８６からの照明光は、ＵＦ光ビーム６及び照準ビーム２０２と同じ対物レンズ５８
及びコンタクトレンズ６６を用いて眼に向かって下方へ差し向けられる。眼６８内の種々
の構造から反射されると共に散乱した光は、同一のレンズ５８，６６によって集束され、
ビームコンバイナ５６の方へ差し向けられて戻る。ビームコンバイナ５６のところでは、
戻り光は、ビームコンバイナ５６及び鏡８２を経て観察経路に差し向けられて戻り、そし
て観察カメラ７４上に差し向けられる。観察カメラ７４は、例えば、適当に寸法決めされ
たフォーマットの任意のシリコン利用型検出アレイであるのが良いが、これには限定され
ない。ビデオレンズ７６がカメラの検出器アレイ上に画像を形成し、他方、光学部品８０
，７８が偏光制御及び波長フィルタリングをそれぞれ行う。アパーチュア又は虹彩８１は
、画像化ＮＡの制御及びかくして焦点深度及び被写界深度の制御を可能にする。アパーチ
ュアが小さいと被写界深度が深いという利点が得られ、これは、患者のドッキング処置を
助ける。変形例として、照明経路とカメラ経路を切り換えても良い。さらに、照準光源２
００は、直接的に眼には見えない場合があるが画像化システム７１を用いて捕捉して表示
することができるような赤外線を出すように構成できる。
【００５０】
　コンタクトレンズ６６が眼６８の角膜と接触するときに標的構造がシステムのＸ、Ｙ走
査の捕捉範囲内にある、というような粗調節による位置合わせ（registration）が通例必
要とされるの。したがって、ドッキング処置が好ましく、このドッキング処置は、好まし
くは、システムが接触状態（即ち、患者の眼６８とコンタクトレンズ６６の接触）に近づ
くにつれて患者の動きを考慮に入れる。観察システム７１は、コンタクトレンズ６６が眼
６８に接触する前に患者の眼６８及び他の目立った特徴を見ることができるに足るほどに
焦点深度が深くなるよう構成されている。
【００５１】
　好ましくは、運動制御システム７０が、システム２全体中に組み込まれる。この運動制
御システム７０は、正確且つ信頼性の高いコンタクトレンズ６６と眼６８との接触を実現
するために、患者、システム２若しくはその構成要素、又は、これら両方、を動かすのが
良い。さらに、真空吸引サブシステム及びフランジをシステム２に組み込み、そしてこれ
を用いて眼６８を安定させるのが良い。コンタクトレンズ６６を介しての眼６８とシステ
ム２との位置合わせは、画像化システム７１の出力をモニタリングしながら達成可能であ
り、画像化システム７１によって作られた画像をＩＯ３０２を介して制御エレクトロニク
ス３００によって電子的に分析することによって、手動で又は自動的に行うことができる
。力センサ及び／又は圧力センサのフィードバックを利用して、接触を認識し、さらに真
空サブシステムを起動をさせることもできる。例えば米国特許出願第１３／２２５，３７
３号明細書に記載されている別の患者インターフェースも又、使用可能である。なお、こ
の米国特許出願を参照により引用し、その記載内容を本明細書の一部とする。
【００５２】
　別のビーム結合形態が、図２の変形実施形態に示されている。例えば、図１の受動型ビ
ームコンバイナ３４に代えて、図２に示されているような能動型コンバイナ１４０を用い
ることができる。この能動型ビームコンバイナ１４０は、可動又は動的制御型要素、例え
ば図示のような電流測定走査鏡、であり得る。能動型コンバイナ１４０は、ＵＦ光ビーム
６か結合された照準及びＯＣＴビーム２０２，１１４かのいずれかを、スキャナ５０に向
かって、最終的には眼６８に向かって、方向づけるべくその角度の向きを変化させる。能
動型結合技術の利点は、これが受動型ビームコンバイナを用いて同様な波長範囲又は偏光
状態を有するビームを結合する場合の困難を回避することにある。この能力は、時間的に
同時のビームを有することができるということ、及び、能動型ビームコンバイナ１４０の
位置的許容度に起因して正確さ及び精度が潜在的に低いということ、に対してトレードオ
フの関係にある。
【００５３】
  別の変形実施形態が図３に示されている。図３は、図１と類似しているが、ＯＣＴ１０
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０に対して別の方式を利用している。図３では、ＯＣＴ１０１は、参照アーム１０６が参
照アーム１３２に置き換えられていることを除き、図１のＯＣＴ１００と同一である。こ
の自由空間ＯＣＴ参照アーム１３２は、レンズ１１６の後にビームスプリッタ１３０を有
することによって実現されている。参照ビーム１３２は、次に偏光制御要素１３４を通っ
て進み、次に参照戻りモジュール１３６に当たる。この参照戻りモジュール１３６は、適
当な分散及び経路長調節及び補償要素を有していて、サンプル信号と干渉する適当な参照
信号を発生させる。ＯＣＴ１０１のサンプルアームは今や、ビームスプリッタ１３０の次
に源を発している。この自由空間形態の潜在的な利点としては、参照アーム及びサンプル
アームの偏光制御と維持が別々であるということが挙げられる。ＯＣＴ１０１のファイバ
利用型ビームスプリッタ１０４も又、ファイバ利用型サーキュレータで置き換え可能であ
る。変形例として、ＯＣＴ検出器１２８とビームスプリッタ１３０の両方を参照戻りモジ
ュール１３６と対照的であるように一緒に動かしても良い。
【００５４】
  図４は、ＯＣＴビーム１１４とＵＦ光ビーム６とを結合するための別の変形実施形態を
示している。図４では、ＯＣＴ１５６（ＯＣＴ１００又は１０１の構造のいずれか一方を
含むのが良い）は、ＯＣＴ１５６によって出力されたＯＣＴビーム１５４がビームコンバ
イナ１５２を用いてｚ走査装置４０の後でＵＦ光ビーム６に結合される、というように構
成されている。このように、ＯＣＴビーム１５４は、ｚ走査装置４０の使用を回避してい
る。これにより、ＯＣＴ１５６を場合によってはより容易にビーム中に折り畳むことがで
き、そしてより安定した動作を得られるよう経路長をより短くすることができる。このＯ
ＣＴ形態は、図１を参照して説明したように、最適化された信号戻り強度を犠牲にしてい
る。米国特許第５，７４８，８９８号、同第５，７４８，３５２号、同第５，４５９，５
７０号、同第６，１１１，６４５号、及び同第６，０５３，６１３号に記載されているよ
うに、時間及び周波数領域法、シングルビーム及びデュアルビーム法、掃引源等を含むＯ
ＣＴ干渉計の形態について多くの可能性が存在する。
【００５５】
　システム２は、嚢の表面の存在場所を突き止めて光ビーム６が所望の開口部のあらゆる
箇所のところで水晶体嚢上に集束されるように設定されるのが良い。本明細書において説
明した画像化モダリティ及び技術、例えば光学干渉トモグラフィ（ＯＣＴ）、例えばプル
キニェ画像化法、シャインプルーフ画像化法、共焦点光学又は非線形光学顕微鏡検査法、
蛍光画像化法、超音波、構造化光、立体画像化又は他の公知のオフサルミック又は医用画
像化モダリティ及び／又はこれらの組み合わせを利用すると、水晶体及び水晶体嚢の形状
、幾何学的形状、周長、境界、及び／又は３次元存在場所を求めて２Ｄ及び３Ｄパターニ
ングを含むレーザ集束法に高い精度をもたらすことができる。レーザ集束は又、照準ビー
ムの直接観察を含む１つ若しくは２つ以上の方法又は他の公知のオフサルミック又は医用
画像化モダリティ及びこれらの組み合わせ、例えば上述の画像化モダリティ及び技術（こ
れらには限定されない）、を用いて達成できる。
【００５６】
　切断のためのパターンを作るために用いられるのと同一のレーザ及び／又は同一のスキ
ャナを用いて、前眼房及び水晶体の光学画像化が水晶体について実施され得る。この走査
は、前及び後水晶体嚢の軸方向存在場所及び形状（更に厚さ）、白内障核の境界、並びに
、前眼房の深さ、についての情報を提供するであろう。その後、この情報をレーザ３Ｄ走
査システムにローディングしても良く、又は、この情報を用いて眼の前眼房及び水晶体の
３次元モデル／表示／画像を生じさせても良く、そしてこの情報を用いて外科的処置で用
いられるパターンを定めることもできる。
【００５７】
　上述のシステムは、ベルゲル腔の前硝子体内に気泡を作るために使用できる。気泡層を
作ることにより、ベルゲル腔を拡張することができ、それにより後嚢を前硝子体表面から
分離し、その結果、前硝子体表面を損なう恐れが小さい状態で、後水晶体嚢切開術を水晶
体嚢の後方部分に対して実施することができる。
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【００５８】
　図５は、眼の前眼房、水晶体、及び前硝子体の略図である。眼は、水晶体４１２、水晶
体嚢４０２、前角膜表面４１８、支質４１６、後角膜表面４２０、光軸４２２、虹彩４１
４、及び硝子体膜４２５を有する。後水晶体嚢表面と硝子体膜との間の空間は、ベルゲル
腔とも呼ばれている嚢‐硝子体の間腔である。この領域は、密度の高いゼラチン状の硝子
体液よりも粘度の低い水性液で満たされている。多くの実施形態によれば、非限定的な例
として上述のパルスレーザシステムを用いて、ベルゲル腔の前硝子体内に気泡が作られる
のが良い。
【００５９】
　図６は、ベルゲル腔の前硝子体内に気泡を作るためのレーザの使用を示す略図である。
この実施例では、誘電破壊を生じさせてプラズマ４３２を形成する箇所にレーザビーム６
を集束させる。プラズマ４３２がキャビテーション気泡４３４を結果的に生じ、このキャ
ビテーション気泡は、特に非摂動状態である場合、数時間ほどに長い間持続する場合があ
る。キャビテーション気泡４３４は、硝子体膜４２５を変位させて、変位した硝子体膜４
２５′によって示されているような形状を形成する。この実施例で理解できるように、単
一の場所における気泡の形成により、硝子体膜を変位させることができ、その結果、硝子
体膜は、孤立気泡存在場所の付近において水晶体嚢４０２の後方部分から遠くに位置する
が、実際には、その付近の外側の後嚢の近くに位置するようになる。気泡は、いったん生
じると、気泡を作るために用いられる液体の有効質量とは異なり、気泡のガス内には有効
質量がないので、キャビテーションにより効果的なそれ以上の拡張をもたらすことはない
。しかしながら、ビーム６は、走査システム４０及び５０を用いて再配置可能であり、そ
れによりどこかの場所に気泡を生じさせ、広く且つ／或いは深い気泡層を作り、それによ
りベルゲル腔の容積を増大させることができる。
【００６０】
　図７は、かかる走査操作の結果の一例を示している。この場合、ビーム６（示されてい
ない）は、スキャナ４０及び５０（これまたこの描画には示されていない）を用いて並進
されてベルゲル腔を更に拡張させる気泡層４３４を生じさせている。
【００６１】
　多くの実施形態では、患者は、仰臥姿勢で治療されるのが良く、その結果、レーザによ
るプラズマ及びその結果としてのキャビテーションの生成の次に生じたガスは、後嚢に対
して上昇する。上昇している気泡は、後嚢を前硝子体表面から更に離隔させるのに役立つ
。
【００６２】
　図８は、多くの実施形態に従って眼に対してレーザ補助手術を実施するための方法５０
０を示している。任意適当なシステムを用いて方法５００を実施することができ、かかる
システムとしては、本明細書において説明した当業者に知られている任意適当なシステム
が挙げられる。
【００６３】
　行為５０２では、レーザを用いて眼のベルゲル腔内に複数個の気泡を形成して水晶体嚢
の後方部分と前硝子体表面との間の離隔距離を増大させる。行為５０４では、複数個の気
泡の形成後、水晶体嚢の後方部分を切開する。多くの実施形態では、レーザを用いて水晶
体嚢の後方部分の切開を実施する。そして、多くの実施形態では、レーザを用いて水晶体
嚢の後方部分に対して水晶体嚢切開術を実施する。
【００６４】
　任意適当なレーザを用いて気泡をベルゲル腔内に形成すると共に／或いは水晶体嚢の後
方部分を切開することができる。かかる適当なシステムの一例は、ブルメンクランツ他（
Blumenkranz et al.）名義の米国特許出願第１１／３２８，９７０号明細書（発明の名称
：METHOD AND APPARATUS FOR PATTERNED PLASMA-MEDIATED LASR TREPHENATION OF THE LE
NS AND CAPSULE IN THREE DIMENSOINAL PHACO-SEGMENTATION）であって、米国特許出願公
開第２００６／０１９５０７６号明細書に記載されており、この米国特許出願公開を参照
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は、パルスレーザビームをベルゲル腔と実質的に整列した焦点に放出するよう構成されて
いる。例えば、パルスレーザビームのパルスは各々、約１０フェムト秒～約３０ナノ秒の
パルス持続時間を有するのが良い。パルスレーザビームは、約１０Ｈｚ～約１ＭＨｚのパ
ルス繰り返し率を有するのが良い。パルスレーザビームの各レーザパルスのエネルギーは
、約１マイクロジュール～約２０マイクロジュールであるのが良い。パルスレーザビーム
は、約５００ナノメートル～約１，１００ナノメートルの波長を有するのが良い。レーザ
を用いて気泡を形成する場合、約０．００５～約０．５の動作開口数、約１ミクロン～約
２０ミクロンの焦点サイズ直径を用いることにより、及び／又は、１平方センチメートル
当たり約２ジュール～１平方センチメートル当たり約２００ジュールのフルエンスで、ベ
ルゲル腔と実質的に整列した焦点中に照射するのが良い。
【００６５】
　上述のステップは、実施形態に従って患者を治療する方法５００を示しているが、当業
者であれば、本明細書において説明した教示に基づく多くの変形例を認識するであろう。
これらステップは、異なる順序で実施されても良い。ステップを追加しても良く或いは省
いても良い。ステップのうちの幾つかは、サブステップから成っていても良い。ステップ
のうちの多くは、治療にとって有益であるならば、多く繰り返し実施しても良い。
【００６６】
　方法５００のステップのうちの１つ又は２つ以上は、本明細書において説明した回路、
例えば、プロセッサ又は論理回路のうちの１つ又は２つ以上、例えば書き換え可能ゲート
アレイのためのプログラマブルアレイロジック、を用いて実施されるのが良い。この回路
は、方法５００のステップのうちの１つ又は２つ以上を提供するようプログラムされるの
が良く、プログラムは、コンピュータ可読メモリ上に記憶されたプログラム命令、又は、
論理回路、例えば書き換え可能ゲートアレイやプログラマブルアレイロジック、のプログ
ラムされたステップ、を含むのが良い。
【００６７】
　本明細書において値の範囲（値域）の表示は、別段の指示がなければ、この範囲内に収
まる別々の各値を個別的に参照する手っ取り早い方法として役立つに過ぎず、別々の各値
は、これが本明細書に個別的に記載されているかのごとく本明細書に組み込まれる。
【００６８】
　本明細書において引用した刊行物、特許出願明細書又は特許出願公開明細書、及び特許
明細書を含む全ての先行技術文献を参照により引用し、各先行技術文献の個別的且つ具体
的な内容が本明細書に記載されているのと同一の程度まで、これらの開示内容全体を本明
細書の一部とする。
【００６９】
　本発明の好ましい実施形態を図示すると共に本明細書において説明したが、かかる実施
形態は、例示として提供されているに過ぎないことが、当業者には明らかであろう。本発
明の範囲から逸脱することなく、多くの変形、変更、及び置換が当業者には明らかであろ
う。理解されるべきこととして、本明細書において説明した本発明の実施形態の種々の変
形例を本発明の範囲から逸脱することなく用いることができる。したがって、本発明の範
囲は、特許請求の範囲の記載及びその均等範囲にのみ基づいて定められる。
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